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国住指第420号

平成14年5月　7日

チヨダウーテ株式会社

代表取締役社長　平田晴久　様

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法88条第

1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第1条第五号及び第108

条の2（準不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1．認定番号

QM－9160

2．認定をした構造方法又は建築材料の名称

塩化ビニルフイルム張／せっこうボード

3．認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り



（別添）

防火材料 第2章準不鮒料苧雷撃摺）第2321号‾チヨダアドラ化粧石こ　920－4－731
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1．主たる用途　建築物の壁

2．拭験機関名　㈲日本建築総合就験所　受託番号　ⅢF－73－143

3．製品の形状、寸法等

（1）形　　　　状　平　板

（2）表面の形状　平滑及びエンボス加工

（3）厚　さ（m）萄9・7土拡
（4）大き　さ（m）壬蠣巨　　　　長峯

円0メiさユ0線筆舌索）

し…‥、叫森村東野濫造絹霜寒
（5）比　　重0・75芸加、F
（6）重　　量甲彗転去75とはk腑
（7）含　水　率　3．0％以下
4．防火処理の概要　な　し

5．構成（組成）、断面図

（1）表面化粧　0．151m

塩化ビニルフイルム100g／㌦

（2）接着剤

エチレン酢ビ系　▼30g／㌦（固）
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讐詔ヲ7。。）防火材料　第2章準不鮒料票至警夏空漕2321号‾チヨダアドラ化粧

法

（1）運　搬

角折れ、端かけ、破損、水ぬれなどのない様に注意すること。

（2）保　管

湿気の少ない屋内とし、工事現場等の屋外に短期間保管する場合には、台木を使用し、シート等により覆

920－4－732（－920－4－740）



8．注意事項

当該琵定手において、「建築基準法の一部を改正する法律」（平成10年法律第100号）

による改正前の建築基準法の規定による建設大臣の認定仕様がある場合は、平成14年6

月1日以降は「建築基準法の一部を改正する法律」（平成10年法律第100号）による改

正後の建築基準法の規定による当該認定仕様に係る国土交通大臣の認定仕様を用いるもの

とする。


